
新しい視聴覚障害者等向け放送行政の
指針と災害時の情報保障

平成30年３月27日
総務省地上放送課長

三田一博



災害発生時におけるテレビジョン放送による情報収集の有用性 1

【収集した情報と役に立った手段】

出典：「熊本地震におけるICT利活用状況に関する調査」（総務省 平成29年4月公表）より作成

○ 熊本地震（平成28年4月発生）において役立った情報収集手段を調査した結果、
情報種別全般にわたり地上テレビ放送が役に立ったとの回答割合が高かった。
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1 2 3 4 5

地上テレビ放送(46%) 携帯通話(32%) ＡＭラジオ(25%) エリアメール(22%) ＦＭラジオ(15%)

地上テレビ放送(56%) ＡＭラジオ(28%) 携帯通話(20%) ＦＭラジオ(14%) 検索サイト(9%)

地上テレビ放送(51%) ＡＭラジオ(27%) 携帯通話(24%) ＦＭラジオ(14%) 検索サイト(9%)

地上テレビ放送(45%) 携帯通話(25%) ＡＭラジオ(21%) エリアメール(17%) 携帯メール(15%)

地上テレビ放送(43%) 携帯通話(20%) ＡＭラジオ(19%) 行政機関HP(13%) ＦＭラジオ(11%)

携帯通話(70%) ＬＩＮＥ(46%) 携帯メール(33%) Ｆａｃｅｂｏｏｋ (8%) 固定電話(8%)

地上テレビ放送(49%) ＡＭラジオ(25%) 携帯通話(22%) ＦＭラジオ(13%) 検索サイト(11%)

地上テレビ放送(47%) ＡＭラジオ(24%) 携帯通話(16%) 行政機関HP(14%) ＦＭラジオ(12%)

地上テレビ放送(47%) ＡＭラジオ(23%) 携帯通話(16%) ＦＭラジオ(12%) 行政機関HP(11%)

地上テレビ放送(38%) ＬＩＮＥ(22%) 携帯通話(20%) ＡＭラジオ(18%) 近隣住民口コミ(16%)

地上テレビ放送(35%) 携帯通話(20%) ＬＩＮＥ(19%) ＡＭラジオ(16%) 検索サイト(12%)

地上テレビ放送(32%) 携帯通話(24%) ＬＩＮＥ(18%) ＡＭラジオ(18%) 検索サイト(11%)

地上テレビ放送(37%) 行政機関HP(21%) 携帯通話(19%) ＡＭラジオ(16%) ＦＭラジオ(11%)

（アンケートより集計）



2視聴覚障害者等向け放送を巡るこれまでの動向

平成９年 「字幕放送普及行政の指針」を策定（平成９年度～平成19年度）

放送法改正（平成９年10月１日施行）に伴い、字幕放送の普及目標を設定

＜ポイント＞

平成19年度までに、新たに放送する※１字幕付与可能な全ての放送番組※２に字幕付与
※１：再放送番組は除外 ※２：生番組等は除外

平成19年 「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」を策定（平成20年度～平成29年度）

「デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送に関する研究会」報告書における提言を受けて「行政指針」を策定

＜ポイント＞

○ 平成29年度までに
① 字幕付与可能な全ての放送番組に字幕を付与すること
② 解説付与可能な放送番組の10％に解説を付与すること

などを普及目標として設定

平成24年 「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」を改定

東日本大震災の教訓や技術動向等を踏まえ、「デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送の充実に関する研究会」報告書に
おける提言を受けて改定

＜ポイント＞

○ 字幕放送：「大規模災害等緊急時放送については、できる限り全てに字幕付与」の目標※を追加

※ ＮＨＫについては、「災害発生後速やかな対応ができるように、できる限り早期に、全ての定時ニュースに字幕付与」

○ 解説放送：解説を付与することのできない放送番組の類型を設定

○ 手話放送：新たに目標を設定

〇 放送法（昭和25年法律第132号）
（国内放送等の放送番組の編集等）

第４条 （略）
２ 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放
送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、
又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者
に対して説明するための音声その他の音響を聴
くことができる放送番組及び音声その他の音響
を聴覚障害者に対して説明するための文字又は
図形を見ることができる放送番組をできる限り多
く設けるようにしなければならない。



字幕放送、解説放送及び手話放送の実績（平成28年度） 3

字幕放送 解説放送 手話放送

指針対象番組に
おける字幕放送

時間の割合

総放送時間に
占める字幕放送

時間の割合

指針対象番組に
おける解説放送

時間の割合

総放送時間に
占める解説放送

時間の割合

総放送時間に
占める手話放送

時間の割合

NHK（総合）
97.4％
（＋3.6）

84.4％
（＋3.8）

12.7％
（＋0.9）

11.4％
（＋1.3）

0.2％
（＋0.1）

NHK（教育）
83.6％
（＋3.5）

72.7％
（＋3.5）

17.9％
（＋0.9）

15.3％
（＋0.8）

2.7％
（＋0.1）

在京キー5局
99.5％
（＋0.5）

59.5％
（＋1.6）

11.7％
（＋3.3）

4.0％
（＋1.1）

0.1％
（± 0.0）

在阪準キー4局（a）
98.6％
（＋1.6）

56.3％
（＋1.8）

9.6％
（＋2.0）

3.4％
（＋0.7）

0.1％
（± 0.0）

在名広域4局（b）
95.2％
（＋0.7）

51.6％
（＋1.2）

7.8％
（＋1.6）

2.8％
（＋0.7）

0.1％
（± 0.0）

系列ローカル局
（a,bを除く101社）

78.0％
（＋1.2）

46.3％
（＋1.5）

5.5％
（＋1.0）

2.5％
（＋0.4）

0.1％
（±0.0）

独立U局
（13社）

19.0％
（＋1.1）

11.9％
（＋0.5）

0.3％
（±0.0）

0.2％
（＋0.1）

0.6％
（±0.0）

※ NHKの実績は、NHK放送センター（東京都渋谷区）から送出されている番組の実績であり、地域放送局の実績は含まれていない。以下同じ。
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字幕放送の実績の推移 4

（％）

平成20年度
(2008年度)

平成28年度
(2016年度) 差分

NHK（総合） 52.8％ 97.4％ ＋44.6

NHK（教育） 51.7％ 83.6％ ＋31.9

在京キー5局 87.3％ 99.5％ ＋12.2

在阪準キー4局
（a）

81.2％ 98.6％ ＋17.4

在名広域4局
（b）

70.1％ 95.2％ ＋25.1

系列ローカル局
（a,bを除く101社）

61.3％ 78.0％ ＋16.7

独立U局
（13社）

12.7％ 19.0％ ＋6.3

2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
（年度）

20

10

12.7 13.2
16.0

16.8
16.1 16.3 16.8

17.9 19.0



解説放送の実績の推移 5

（％）

平成20年度
(2008年度)

平成28年度
(2016年度) 差分

NHK（総合） 7.0％ 12.7％ ＋5.7

NHK（教育） 10.3％ 17.9％ ＋7.6

在京キー5局 0.6％ 11.7％ ＋11.1

在阪準キー4局
（a）

0.6％ 9.6％ ＋9.0

在名広域4局
（b）

0.4％ 7.8％ ＋7.4

系列ローカル局
（a,bを除く101社）

0.4％ 5.5％ ＋5.1

独立U局
（13社）

0.0％ 0.3％ ＋0.3

2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
（年度）

7.0 7.1 
7.6 

8.9 

9.4 
9.8 

10.4 
11.8 

12.7 

10.3 
10.5 

11.2 

12.0 
12.4 

13.6 

15.3 

17.0 

17.9 

0.6 
0.8 1.4 

3.0 

4.3 

5.4 

6.1 

8.4 

11.7 

0.6 0.6 1.0 

3.0 

4.3 

5.5 

6.2 

7.6 

9.6 

0.4 

0.6 

1.6 2.6 
3.2 

4.7 
5.2 

6.2 

7.8 

0.4 0.5 
0.8 

1.7 

2.5 

3.3 

4.3 
4.5 

5.5 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.2 0.3 0.3 0.3 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

NHK（総合）

NHK（教育）

在京キー5局

在阪準キー4局

在名広域４局

系列ローカル局

独立U局



6

有識者等

(座 長) 東京通信大学 人間福祉学部 教授 髙橋 紘士

(座長代理) 東京大学 先端科学技術研究センター 教授 中邑 賢龍

（株）毎日新聞社 デジタルメディア局 ユニバーサロン編集長 岩下 恭士

老テク研究会 事務局長 近藤 則子

（公財）日本障害者リハビリテーション協会 参与 寺島 彰

大東文化大学 経済学部 教授 山下 東子

障害者団体

（一財）全日本ろうあ連盟 理事(教育・文化委員会委員長) 石橋 大吾

（一社）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 理事長 新谷 友良

（社福）日本盲人会連合 情報部長 三宅 隆

放送事業者等

日本放送協会 編成局計画管理部 専任部長 三上 八州志

日本テレビ放送網（株） 編成局編成センター編成部 担当副部長 伊藤 加寿子

（株）テレビ朝日 総合編成局 編成担当部長 二階堂 義明

（株）TBSテレビ 編成制作局 編成部 担当部長 貞包 史明

（株）テレビ東京 編成局編成部 副参事 中村 敦史

（株）フジテレビジョン 編成局 編成センター 編成部 部長職 正岡 高子

読売テレビ放送（株） 編成局 東京編成部長 渡辺 哲哉

（株）新潟テレビ21 東京支社 編成業務部長 神田 聖治

（株）BS-TBS 編成局 担当局長兼編成部長 佐藤 秀一

放送大学学園 放送部長 本間 祐次

（一社）衛星放送協会 専務理事 園田 義忠

（一社）日本ケーブルテレビ連盟 理事 二瓶 浩一

メーカー
パナソニック（株） イノベーション推進部門 共通技術サポート部長 田中 豊

三菱電機（株） デザイン研究所 ソリューションデザイン部 主席研究員 山﨑 友賀

（敬称略）

○ 平成30年度以降の普及目標を定めるため、平成29年9月から「視聴覚障害者等向
け放送に関する研究会」を開催。12月に報告書を取りまとめた。

研究会構成員

「視聴覚障害者等向け放送に関する研究会」の開催



7「視聴覚障害者等向け放送に関する研究会」報告書のポイント①

① 字幕放送の対象時間
・ ７時から２４時の１７時間

② 大規模災害等が発生した場合の字幕付与
・ ①の対象時間において、できる限り
全てに字幕付与

③ ローカル局の字幕放送
・ 数値目標なし

④ キー局系ＢＳ事業者の字幕放送
・ 数値目標なし

⑤ ＮＨＫ・民放広域局の解説放送
・ 数値目標 １０％

⑥ ローカル局の解説放送
・ 数値目標なし

⑦ 手話放送
・ 数値目標なし

① 字幕放送の対象時間を拡大
・ １７時間 → １８時間

② 大規模災害等が発生した場合の字幕付与を拡大
・ ①の対象時間に関わらず、できる限り速やかに対応

③ ローカル局の字幕放送の数値目標を新設
・ 数値目標なし → ８０％以上

④ キー局系ＢＳ事業者の字幕放送の数値目標を新設
・ 数値目標なし → ５０％以上

⑤ ＮＨＫ・民放広域局の解説放送の数値目標を引上げ
・ １０％以上 → １５％以上

⑥ ローカル局の解説放送の数値目標を新設
・ 数値目標なし → １０％以上（努力目標）

⑦ ＮＨＫ・民放広域局における手話放送の数値目標を新設
・ 数値目標なし → 週平均１５分以上

現指針 主な改正点

平成３０年２月に「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」を策定

① 総務省の指針に関する事項



8

平成30年度に総務省予算（新規：3,000万円）で

実用化に向けた実証を行う予定

視覚障害者団体と放送事業者との意見交換会を
定期的に開催

総務省が聴覚障害者団体や放送事業者と連携し、
研修等を実施

「視聴覚障害者等向け放送に関する研究会」報告書のポイント②

総務省が視聴覚障害者団体の要望をメーカー
団体等に伝達

キー局系BS事業者の字幕放送等の実績を
総務省が取りまとめ・公表

実現に向けて、関係者間で具体的な検討を
実施

⑤ 視聴覚障害者に使いやすいテレビ受像機の
製造・販売に向けた働きかけ

④ テレビジョン放送において手話ができる人材
の発掘・育成

⑦ 国会中継への字幕付与実現に向けた検討

⑥ 衛星放送事業者の実績の公表③ 解説放送の質向上のため、視覚障害者の意見
を反映させる仕組みの構築

② 新たな技術を活用したセカンドスクリーン型
字幕の実用化
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2018年２月７日策定

放送分野における情報アクセシビリティに関する指針①

字幕放送（※1）

普及目標の対象
目標 備考

放送時間 放送番組

NHK

6時から
25時まで
のうち連
続した18
時間

大規模災
害等が発
生した場合
は、この時
間帯に関わ
らず、でき
る限り速や
かに対応

字幕付与可能な全て
の放送番組

「字幕付与可能な放送番
組」とは、次に掲げる放送
番組を除く全ての放送番
組

① 技術的に字幕を付す
ことができない放送番
組（例：現在のところ複
数人が同時に会話を行
う生放送番組）

② 外国語の番組
③ 大部分が器楽演奏の
音楽番組

④ 権利処理上の理由等
により字幕を付すことが
できない放送番組

・ 対象の放送番組の全てに字幕付与（※2） ・ 教育放送及びBS1については、で
きる限り目標に近づくよう字幕付与

・ BSプレミアムについては、対象の
放送番組の全てに字幕付与（※2）

地上系民放
（県域局以外）

・ 対象の放送番組の全てに字幕付与（※2）

・ 2027年度までに対象の放送番組の80％以
上に字幕付与。できる限り、対象の全てに字
幕付与

・ 独立U局については、できる限り
多くの番組に字幕付与

（県域局）

放送衛星による放送
（NHKの放送を除く）

・ 2027年度までに対象の放送番組の50％以
上に字幕付与。できる限り、対象の全てに字
幕付与

・ 2000年度に放送を開始した総合
放送を行う事業者以外の放送事業
者については、2027年度までに、で
きる限り対象の全てに字幕付与

通信衛星による放送
有線テレビジョン放送

・ 当面は、できる限り多くの放送番組に字幕
付与

※1 字幕放送には、データ放送やオープンキャプションにより番組の大部分を説明している場合を含む
※2 7時から24時以外の1時間については、2022年度までに対象の放送番組の全てに字幕付与

本指針は、放送法第4条第2項等を踏まえ、放送分野における情報アクセシビリティの向上を図るため、字幕放送、解説放送及び手話放送の普及
目標を定めるものである。
本指針の運用に当たっては、障害者の権利に関する条約、障害者基本法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等に鑑み、視聴覚障

害者等の議論への参画の重要性を踏まえつつ新技術の積極的活用等により、視聴覚障害者等の情報アクセス機会の一層の確保を図ることとする。
また、本指針で示す目標達成年度をできる限り早期に達成するよう努めるとともに、毎年度実績をとりまとめて公表を行う等フォローアップを

行う。
なお、本指針は、技術動向等を踏まえて、5年後を目途に見直しを行う。
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普及目標の対象
目標 備考

放送時間 放送番組

NHK

7時から
24時

権利処理上の理由等により解
説を付すことができない放送
番組を除く全ての放送番組

「権利処理上の理由等により解説を
付すことができない放送番組」とは
次に掲げる放送番組

① 権利処理上の理由により解説を
付すことができない放送番組

② ２か国語放送や副音声など２以
上の音声を使用している放送番
組

③ ５.1ｃｈサラウンド放送番組
④ 主音声に付与する隙間のない
放送番組

・ 2027年度までに対象の放送番
組の15％以上（※4）に解説付与

・ 教育放送については、2027年度
までに対象の放送番組の20％以
上（※5）に解説付与

・ 放送衛星による放送については、
できる限り目標に近づくよう解説付
与

地上系民放
（県域局以外）

・ 2027年度までに対象の放送番
組の15％以上（※4）に解説付与

（県域局） ・ 2027年度までに対象の放送番
組の10％以上に解説付与に努
める

・ 独立U局については、できる限り
多くの番組に解説付与

放送衛星による放送
（NHKの放送を除く）

・ 2027年度までに対象の放送番
組の5％以上に解説付与に努め
る

・ 2000年度に放送を開始した総合
放送を行う事業者以外の放送事業
者については、できる限り目標に
近づくよう解説付与

通信衛星による放送
有線テレビジョン放送

・ 当面は、できる限り多くの放送
番組に解説付与

解説放送（※3）

手話放送

NHK（放送衛星による放送を除く）及び地上系民放（県域局を除く）については、 2027年度までに平均15分／週以上に手話付与

※3 大規模災害時等にチャイム音とともに緊急・臨時に文字スーパーを送出する場合、できる限り読み上げる等により音声で伝えるよう努めるものとする

※4 2022年度までに対象の放送番組の13.5％以上に解説付与
※5  2022年度までに対象の放送番組の19％以上に解説付与

放送分野における情報アクセシビリティに関する指針②



11字幕番組、解説番組及び手話番組等の制作促進

○ 字幕番組、解説番組等制作促進助成金

字幕番組、解説番組及び手話番組を制作する者に対し、その制作費（放送番組に字幕等を付与するための追加経費）

の２分の１を上限として助成金を交付する。

○ 手話翻訳映像提供促進助成金

手話翻訳映像を制作する者に対し、その制作費の２分の１を上限として助成金を交付する（※） 。

（※） 日常生活用具給付等事業（障害者総合支援法第７７条第１項第６号）により給付されている「聴覚障害者用情報受信装置」で受信する手話翻訳映像を

制作する者に対して助成

３ 所要経費

平成３０年度予定額 平成２９年度予算額
一般会計 ４．０億円 ３．０億円

１ 目 的

字幕番組、解説番組、手話番組の制作費等に対する助成を通じて、視聴覚障害者向けテレビジョン放送の充実を図ることに
より、放送を通じた情報アクセス機会の均等化を実現

２ 施策の概要

身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律（平成５年法律第54号）に基づき実施

○ 字幕付きCM番組普及促進助成金

ＣＭ素材への字幕付与のチェックを行う機器の整備を行う者に対し
て、その費用の２分の１を上限として助成金を交付する。

国立研究開発法人情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）が次の助成金を交付するために必要な経費を、同機構に対し交付する。

【 助成イメージ 】

国

国 庫 補 助 金

字幕番組・解説番組・手話番組の制作等
（放送事業者等）

公募 申請
２分の１を
上限に助成

国立研究開発法人 情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）



12新たな技術を活用したセカンドスクリーン型字幕の実用化

字幕がない
放送番組でも

＞〇〇川が警戒水域を超
え、氾濫のおそれがありま
す。

アプリをインストールした
スマートフォン等に字幕を表示

トリガー音声（001）

アナウンサー

放送
設備

発話音声

放送波
音声認識
エンジン

リアルタイム音声認識システム

放送
設備

結果出力/
トリガー生成

発話内容 ＋
トリガー音声（001）を放送

○ 災害時に字幕が付与されていない放送番組について、放送番組と連動してスマートフォンやタブレット上で字幕を表示させる
ための技術等の実用化に向け、アプリケーションの開発や有用性の確認を行う。【平成30年度予定額：0.3億円（新規）】

〇 スマートフォン等に字幕を表示させるための技術の例

トリガー情報（001）

発話内容の文字情報

〇 利用される場面の例

・ 深夜に発災し、放送事業者が字幕を付与する体制が整っておらず、字幕を付与でき
ない場合

・ ローカル局で、字幕付与のための体制が整備されておらず、地域の災害情報に対し
て字幕を付与できていない場合

・ 避難所等でテレビが遠くに設置されており、字幕が見えない場合

トリガー 発話内容

001 〇〇川が警戒水域を超え、氾濫のおそれがあります。

002 ・・・

利用者

放送事業者
発話内容

蓄積サーバ

〇〇川が警戒水域を
超え、氾濫のおそれが
あります。

①

②

③

トリガー：001
発話内容：〇〇川が・・・

④

⑤

⑥

⑦

⑧



13字幕コントローラーによる字幕表示の遅延の解消等

出典：(株)スピードワープロ研究所資料



14アイ・ドラゴン４によるリアルタイム手話・字幕放送の提供

出典：(株)アステム資料
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